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く保険法特集/保険法施行後の損保実務の問題点>

保険法における人保険契約の分類

吉津卓哉

1 .なぜ人保険の分類を議論するのか

保険法は r保険契約J について典型契約を 3つ掲げるとともに(保険

法第 2章が規律する「損害保険契約J (保険法2条 6号)ヲ第 3章が規律す

る「生命保険契約J (保険法2条 8号)，第 4章が規律する「傷害疾病定額

保険契約J (保険法 2条 9号)) ，それぞれについて異なる規整を董いてい

る。平成20年改正前商法(以下，改正前商法という)に規定されていた典

型契約は前 2者のみであり(改正前商法629条， 673条)ヲ最後者の「傷害

疾病定額保険契約」は，保険法で新設された典型契約である。

そして，前 2者に関しては，両典型契約をさらに細分化して，特別な規

律を置いている。すなわち r損害保険契約J のうちの「傷害疾病損害保

険契約J (保険法 2条 7号)は保険法で新設された典型契約であるが，特

別な規律が用意されている。また r生命保険契約J のうち「死亡保険契

約J (保険法38条)は改正前商法にも存在した概念であるが(たとえば，

改正前商法674条)，保険法においても特別な規律が用意されている。

このように，保険法は，人保険に関して，多様な契約類型と，それぞれ

の契約類型に応じた規律を設けている。したがって，まず第 lに，ある人

保険蕗品がどの契約類型に該当するのかが分からないと，適用される法規

整が決まらないことになる。そのため，典型契約の分類方法を正しく理解

し，また，分類に疑義が生ずるような事態を予め解明しておかなければな
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らない。特に，保険法で新たに導入された典型契約に関しては整理が必要

である。第 2に，いずれの典型契約にも該当しないような人保険商品をい

かに取り扱うかも予め検討しておく必要がある。

ーそこで以下では，上記第 1の観点から，損害てん補型の人保険(次述

2 )と定額給付型の人保険(後述 3)に分けて，それぞれにおける典型契

約の分類問題を検討する九そして，上記第 2の観点から，非典型契約の

取り扱いを検討する(後述 4)。最後に，本稿の結論を述べる(後述 5)。

なお，本稿では諸概念の正確な特定が不可欠で、あるので，やや煩雑で、は

あるが，保険法における用語にはカギ括弧を付すこととする(ただし，保

険者および保険契約者といっ用語については混同のおそれがないので付さ

ない)。

2 .損害填補型の人保険の分類

ここでは，損害てん補型の人保険(以下，人損害保険契約という)に関

する保険法の分類方法を検討する。人損害保険契約も「損害保険契約」

(保険法 2条 6号)であるが，そのうちの一定のものが「傷害疾病損害保

険契約」として，他の人損害保険契約とは異なる規律が用意されているか

1) なお，損害てん補型の人保険と定額給付型の人保険との分類問題も存在

するが(傷害保険契約法研究会 f傷害保険契約法試案 (2003年版)理由書』

(2003年。生命保険協会・日本損害保険協会。以下，傷害保険試案 (2003年

版)という)120-122頁， 124頁，山下友信二二米山高生編 F保険法解説』

(2010年。有斐閣。以下，山下=米山・保険法解説という)136頁， 143-144 

頁[洲崎博史]，山下友信他 r保険法.!I (3版。 2010年。有斐閣)28頁[洲

崎博史])，本稿では立ち入らない。

また，生存保険契約と「死亡保険契約」の分類問題も存在する。なぜな

ら，両者は排反事象ではないので，両者が重複する保険商品が存在し得て

しまうからである(たとえば，保険始期後日年間生存し，その後，保険期

間満了までに死亡すれば一定額が支払われる人定額保険契約)。ただ，この

問題は，理論的には改正前商法下でも存在していたものなので本稿では立

ち入らない。なお，本文 3(4) (生存保険契約と「傷害疾病定額保険契約」

の分類基準)を参照。
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らである。

をお，人損害保険契約において，保険事故の客体となる者を「保険の対

象者」と呼ぶこととする(ちなみに，人定額保険契約においては「被保険

者J と呼ばれている。保険法2条4号ロ，ハ)。

(1) r傷害疾病損害保険契約」と他の人損害保険契約との規律内容の相違

γ傷害疾病損害保険契約」に特有の規律は次のとおりである(換言する

と r傷害疾病損害保険契約」でない人損害保険契約には適用されない)。

①片面的強行規定の適用除外の排除

「傷害疾病損害保険契約j については，保険法36条 4号に該当する

「損害保険契約四iであっても，片面的強行規定の適用除外とはならない

(向号括弧書)。

他方 r傷害疾病損害保険契約」でない人損害保険契約であれば，た

とえ人保険であっても，保険法36条 4号に該当すると片面的強行規定の

適用除外となる。たとえばヲ興行中止保険は?各種の興行(イベント)

を不測かつ突発的な事由(悪天候，交通機関の事故等)で中止または延

期せざるを得なくなった場合に，被保険者(興行の主催者等)が被る損

害を補償する事業者向けの保険商品であるが，特定人物に発生する不具

合(出演者の出演不能等)も担保リスクに含まれるから，その点では人

損害保険契約の一種と言えなくもないへけれども r傷害疾病損害保

検契約」ではないので3)，片面的強行規定の適用除外となる。

2) はたして興行中止保険が人保険(あるいは，人損害保険契約)であるか

疑問なしとしない。興行中止保険の付保対象は，人ではなく，興行自体だ

からである。この問題は，結局のところ人保険の定義次第であるので，本

稿ではこれ以上立ち入らない。なお r傷害疾病損害保険契約」以外の「損

害保険契約J に r傷害疾病損害保険契約J の規律を類推適用したり(後述

本文 2(3)参照)，もし r傷害疾病損害保険契約J を含む人損害保険契約に，

「傷害疾病定額保険契約j の規律を類推適用したり(後掲注目)参照)する

場合には，人損害保険契約の外延が問題となってくる。

3) 萩本修編著『一問一答保険法.JJ (2009年。商事法務。以下，萩本・一間一
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②保険の対象者の解除請求権

他人の「傷害疾病損害保険契約j，すなわち，保険契約者と保険の対

象者 (r傷害疾病損害保険契約J では被保険利益を有する者でもある)

とが異なる「傷害疾病損害保険契約J では r死亡保険契約j (保険法38

条)や一定の「傷害疾病定額保険契約j (保険法67条 1項本文 2項)

とは異なり，いわゆる被保険者同意(ここでは，保険の対象者の同意)

は効力要件とされていない。損害てん補型の保険給付なので，保険給付

請求権を持つ「被保険者j に被保険利益の存在が求められへまた，保

険給付においては利得禁止原則が働くため r傷害疾病定額保険契約」

ほどにはモラル・リスクや賭捧保険が考えにくいからである。ただその

代わり，いわゆる被保険者同意が不要となる一定の「傷害疾病定額保険

契約j (保険法67条 1項但書 2項)と同様に(保険法87条 1項 1号)， 

保険の対象者はいつでも解除語求できる規律となっている(保険法34条。

ただし r傷害疾病定額保険契約J とは異なり，保険契約者 r被保険

者j 聞に別段の合意がある場合を除く)。

他方 r傷害疾病損害保険契約」でない人損害保険契約では，いわゆ

る被保険者同意が効力要件とされていなし3ばかりかヲ保険の対象者に解

除請求権も認められていない。

③「傷害疾病損害保険契約J に関する読替規定

γ傷害疾病損害保険契約J には，以下の(a)(b)のとおり特有の読替規定

がある(保険法35条)。他方 r傷害疾病損害保険契約」でない人損害保

険契約には，読み替えをせずに r損害保険契約」一般に関する規律が

そのまま適用される。

答という)35頁参照。
4) 保険法の立案担当者が r傷害疾病損害保険契約J では被保険者同意を効

力要件としていない理由を「被保険者自身が保険給付を受けることになる

ため」と述べているのは(萩本・一問一答143頁)，このことを意味するもの

と思われる。
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(a)読替規定その 1 遡及保険における確定対象事由

遡及保険における確定対象事由は，一般の「損害保険契約J では「保

険事故が発生している(あるいは，発生していない)こと J と規定され

ているが(保険法 5条 1項 2項， 32条 2号)， 1傷害疾病損害保険契

約」では「保険事故による損害が生じている(あるいは，生じていな

い)こと j と読み替えられる(保険法35条)5)。したがって 1保険事

故J (保険法5条 1項)の発生・不発生の了知のみでは遡及保険規整が

及ばず 1保険事故J による損害の発生・不発生の了知が「傷害疾病損

害保険契約」では関われることになる。

(b)読替規定その 2:被保険者

「傷害疾病損害保険契約j における「被保険者J (1傷害疾病損害保険

契約J では保険の対象者でもある)が死亡した場合のことを想定した 2

タイプの読替規定が置かれている(保険法35条)。

(i) 1被保険者J→「被保険者(被保険者の死亡によって生ずる損害をて

ん補する傷害疾病損害保険契約にあっては，その棺続人)J

読み替え対象となるのは，保険法5条 1項(遡及保険における保

険契約者側の主観的確定)， 14条(損害発生の通知λ21条 3項と26

条(保険契約者側の調査妨害と保険給付履行期)， 25条 1項と26条

(請求権代位)である。

(ii) 1被保険者」→「被保険者(被保険者の死亡によって生ずる損害をて

5) この読替規定は[""保険事故J としての「傷害疾病J が発生しても，必ず

しもてん補されるべき損害が発生するとは限らないため，保験の悪用防止

という趣旨を充足するためには「保険事故」発生についての悪意を捉える

必要はな，く[""保険事故による損害が発生したこと」を悪意・善意の判断対

象としたと言われている(大串=日本生命261頁[畑英一郎J)。しかしなが

ら，この規定ぷりで「保険の悪用防止」の趣旨が充足されるとは俄かには

思われない。むしろ，保険法では[""傷害疾病損害保険契約」に関する規律

を[""給付事由J概念を中心とする「傷害疾病定額保険契約J に関する規律

(保険法68条 1項 2項， 93条2号)に合わせたものと捉えるのが自然であ

ろっ。
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ん補する傷害疾病損害保険契約にあっては，被保険者又はその相続

人)J

読み替え対象となるのは， 17条 l項(保険者の免責)， 30条と33

条 l項(重大事由解除)， 32条 1号(保険契約者側の詐欺・強追に

よる取消時の保険料返還)である。

以上のとおり r傷害疾病損害保険契約J は，他の人損害保険契約とは

異なる規律が用意されているので，両者の分類を明確にしておく必要があ

る。

(2) r傷害疾病損害保険契約J と他の人損害保険契約との分類基準

ここで「傷害疾病損害保険契約」とは，人の f傷害疾病J (保険法 2条

4号ハ)によって生ずることのある r当該疾病傷害が生じた者」が受け

る損害をてん補する「損害保険契約」である(保険法2条 7号)。つまり，

f傷害疾病損害保検契約」とは，損害発生原因となる入の状態が「傷害疾

病」であり，かつ，保険の対象者が r被保険者j となる「損害保険契約J

のことである。したがって，この定義規定の分類基準は，損害発生原因と，

「被保険者J (r損害保険契約J における「被保険者J のこと。保険法 2条

4号イ)とであることになる。

まず，損害発生原因となる人の状態は r傷害疾病」と「傷害疾病j 以

外とに分類できる。後者の例としては次のようなものが考えられる 6)。

6) なお，自殺が了傷害疾病」に該当しないとする考え方もあるようだが

(たとえば，村田敏一「保険の意義と保険契約の類型，他法との関係」落合

誠一口山下典孝縞『新しい保険法の理論と実務j] (2008年。別冊金融・商事

判例)37頁)，疑問である。

確かに，損害保険会社が従来販売している傷害保険においては，保険事

故たる傷害の原国事故について急激性・偶然性・外来性が要件(以下，原因

事故の 3要件という)とされていることから (1947年 8月における傷害保

険の約款統一以来である。安田火災海上保険編『傷害保険の理論と実務』

(1980年。海文堂)120頁参照)，自殺は「保険給付」の対象とはならない。

ただ，あくまでも，自殺が原因事故の 3要件に該当しないからであって，
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(i)出生，生育・成長，妊娠・出産，老化・老衰7)といった，人の通常の

変遷過程

(ii)生存

(ili) r傷害疾病」によらない死亡(たとえば，老衰の結果としての死

亡)

制失践，行方不明，遭難といった，人の状況が分からない状態

(v)逮捕・監禁・軟禁，誘拐といった，人の身体的自由が束縛されてい

る状態

帥脅迫・強要といった，人の精神的自由が束縛されている状態

制i)セクシャノレ・ハラスメント，ノマワー・ハラスメント，精神的苦痛・

圧迫，不快感といった人の精神が侵害等を受けている状態であって，

「傷害疾病」には至らないもの

また r被保険者J (ニ損害を被る人)は，保険の対象者自身である場合

と，他の者である場合とに分類できる。

傷害に該当しないからではない。そもそも，傷害保険における傷害概念に

は原因事故の 3要件が包摂されていない(傷害保険試案 (2003年版)25-26 

頁，生命保険法制研究会『傷害保険契約法新設試案 (1998年版)理由書』

(1998年。生命保険協会)183-184頁参照。反対:中西正明 r傷害保険契約

の法理.!l (1992年。有斐関) 2 -3頁。なお，損害保険法制研究会 F傷害保

険契約法(新設)試案 (1995年確定版).!lでは「傷害J の定義規定を置き

(683条の 2第 2項)，そこでは急激・偶然・外来の 3要件を充たす原民事故

によるものであることを「傷害j の要件としていたが，傷害保険試案

(2003年版)でこの定義規定は廃されている)。そしてヲ保険法における

「傷害」概念も，原因事故の 3要件を包摂するものではないと考えられてい

る(山下:米山・保険法解説149-150頁〔洲崎博史L竹演修監修u"Q&A新

保険法の要点解説.!l (2008年。金融財政事情研究会)23頁[平尾正隆]参

照)。

7) 老衰は疾病ではないと考えられる(同旨，山下=米山・保険法解説147頁

[洲崎博史]。反対，山下友信『保険法.!l (2005年。有斐臨。以下，山下・保

険法という)456頁)。なお，保険業法においても，老衰は疾病自体ではな

いがため，疾病に「類するものJ と規定されている(保険業法 3条 4項 2

号ニ，同法施行規則 4条 2号)。
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以上の分類基準をもとに人損害保険契約を分類すると{表 1]のように

なる 8)。

[表 1 人損害保険契約の分類]

損害を被る人(こ「被保険者J)

保険の対象者自身 保険の対象者以外の者

[B類型]

{傷害疾病損害保険契約でない

損害保険契約}

[A類型} ④興行中止保険(出演(予定)

【{餐害疾病損害保険契約] 者の「傷害疾病」による輿行

①海外旅行保険における治療費 中止)

用保険金 ⑤海外旅行保険における救援費

「傷害疾病」 ②人身傷害補償保険(被保験者 用保険金(保険の対象者が

自身が被る損害部分) 「傷害疾病J で入読し，その

③介護費用保険(傷害疾病を原 親族等が駆けつけるために負

国とする認知症・寝たきりの 担した交通費や宿泊料等の費

場合) 用部分)

⑥人身傷害補償保険(保険の対
損害発生

象者の父母・配偶者・子が被
原因

る損害部分)
となる

[C類型}人の状態
{傷害疾病損害保険契約でない

[D類型}
損害保険契約}

[傷害疾痛損害保険契約でない
⑦海外旅行保険における救援費

損害保険契約}
「傷害疾病」 用保険金(保険の対象者が遭

⑨輿行中止保験(出演(予定)
以外 難や生死不明となり，その後

者の失践による興行中止
(出生，成長， 無事に救出・保護されたもの

⑮海外旅行保険における救援費
老イち・老衰， の，被保険者自身が負担する

用保険金(保険の対象者が遭
行方不明， こととなった捜索救助費用部

難や生死不明となり，その親
遭難，生存等) 分)

③介護費用保検(傷害疾病を原
族等が駆けつけるために負担

した交通費や宿泊料等の費用
思としない(たとえば，単な

部分)
る老イちによる)認知症・寝た

きりの場合)

(筆者作成。①~⑬は現実の保険商品例)

8) なお，東京海上B動火災保険編著『損害保険の法務と実務.lI (2010年。金

融財政事情研究会。以下，東京海上自動・法務と実務という)211頁〔吉津

卓哉=津本百合]の ra-3Jが，本文表 1のC類型およびD類型に該当す

る。
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保険法では，表 1の 4類型のっち， A類型のみが特に「傷害疾病損害

保険契約J と呼ばれている 9)。保険法が「傷害疾病損害保険契約J という

契約類型を設けた趣旨は，人保険として「傷害疾病定額保険契約」と共通

の性質を持つ「損害保険契約j について r人保検契約であることを踏ま

えた特別を設けること J にあるとされており円「傷害疾病定額保険契約」

と共通性の多い A類型がその対象に選ばれたと考えられる。

他方 r傷害疾病」によらない人の状態に基づく援害を填補する人損害

保険契約(表 1のC類型およびD類型)は r傷害疾病損害保険契約J で

はない「損害保険契約」である(特別な呼称はない)。また r傷害疾病j

によって生ずる損害を填補する人損害保険契約であってもヲ「当該傷害疾

病が生じた者J (=保険の対象者)ではない者が受ける損害を嘆補するも

の(表 1の B類型)も r傷害疾病損害保険契約J ではない「損害保険契

約J である(やはり特別な呼称はない)1九このように，人損害保険契約

の全てが「傷害疾病損害保険契約」である訳ではなし「傷害疾病損害保

険契約J ではない人損害保険契約も春在する。

さらには，現実の保険商品では，一つの保険商品において r被保険者」

が異なる複数の保険契約類型が組み合わせられていたり(人身傷害補償保

9) なお，人損害保検契約では r被保険者j と保険の対象者との区別が重要

である。けれども，保険法では，保険の対象者について，特別の用語を用

意していない(保険法2条 7号では「当該傷害疾病が生じた者」と述べて

いるだけである)。これは，保険法では r傷害疾病損害保険契約」ではな

い人損害保険契約については r損害保険契約j に共通の規律とは異なる特

別の規整を置いていないこと，また r傷害疾病損害保険契約」においては，

「被保険者J と保険の対象者が一致するため単に「被保険者」と呼べばよい

こと，に'よると患われる。

10) 法務省民事局参事官室 F保険法の見重しに関する中間試案の補足説明』

(2007年。以下，中間試案補足説明という)68頁，法制審議会保険法部会資

料25(2007年12丹268開催時配布資料)前注 2，萩本・一関一答35頁参照。

11) 表 1のB類型(およびD類型)のうち，保険の対象者の死亡全般を保険

事故とする損害てん補型の人保険を非典型契約と捉える考え方もある(山

下=米山・保険法解説145-146頁[洲崎捧史J)。
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検。表 1の②と⑥叫，損害発生原因となる保険の対象者の状態が異なる複

数の保険契約類型が組み合わせられていたりする(介護費用保険。表 1の

③と③)。また，海外旅行保険の救援者費用保険金のように r傷害疾病損

害保険契約J ではない人損害保険契約の全ての類型を網羅するものもある

(表 1の⑤⑦⑬)。さらには，興行中止保険のように，人損害保険契約(表

1 の④と⑨)と，人損害保険契約(表 1 の A 類型~D類型)でない「損

害保険契約J とを跨ぐ保険蕗品もある(夢羽子中止保険の担保リスクは，出

演(予定)者の異変による興行中止リスクのみならず，たとえば悪天候や

交通機関の事故等による興行中止リスクも担保しているが，その部分は，

人損害保険契約ではない「損害保険契約j である)問。

(3)規律内容の相違の妥当性

上述(2)のように，ある保険商品が人損害保険契約である場合には，損害

発生原因となる保険の対象者の状態(いわゆる担保 1)スク)と，被保険利

益を有する「被保険者」を特定して初めて保険法上の契約分類が定まり，

そして適用される規律も定まることになる。ここで賠題となる規律は，

「傷害疾病損害保険契約」に特有の規律(前述(1)参照)である。すなわち，

「傷害疾病損害イ呆険契約J (表 1のA類型)であれば特有の規律が適用され，

f傷害疾病損害保険契約J でない人損害保険契約であれば(人損害保険契

12) ただし，山下=米山・保険法解説144-145頁[洲崎博史]は，人身傷害補

償保険は全体として傷害疾病損害保険契約に当たるとする(江頭憲治郎

『商取引法.n (6版。 2010年。弘文堂。以下，江頭・商取引法という)413頁

注1も同旨か)。つまり，表 1の⑥を B類型として認めず，保険の対象者が

有していた保険給付請求権を法定相続人が相続取得すると考え，全てA類

型に当たるとする。また，そのため，保検の対象者が負債を抱えたまま死

亡すると，相続債権者は，人身傷害檎償保険の保険給付の全てを責任財産

に含めて強制執行できるとする(問書145頁注22[洲崎博史J)。

なお，表1の立場では，人身傷害補償保険のうち保険の対象者の父母・配

偶者・子が被る損害部分(表 1の⑥)はB類型に当たると考えるので，この

部分に対しては，相続債権者は強制執行ができないことになる。

13) 輿行中止保険に関する人保険性について前掲注2)参照。
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約でない「損害保険契約」を含む)， I傷害疾病損害保険契約j に特有の規

律は・適用されないことになる。

けれども，たとえ「傷害疾病損害保険契約」でない人損害保険契約であ

るとしても， γ傷害疾病損害保険契約J に特有の規律が類推適用される可

能性を完全には否定できない。表 1のC類型およびD類型に関しては，

保険法上は「被保険者J が保険の対象者か否かで規整内容が分かれていな

いものの，特に，保険の対象者自身が r被保険者」である場合には(表 1

の C類型)， I傷害疾病損害保険契約j に特有の規律が類推適用される可

能性があると思われる刊。

たとえば，単なる老化は「傷害疾病J ではないが，単なる老化に伴って

保険の対象者が要介護状態となった場合に保険の対象者(兼被保険者)自

身に発生する介護費用損害を担保する人損害保険契約を，他人(たとえば，

保険の対象者の成人子)が保険契約者となって付保していた事態を想定し

てみる(保険の対象者自身の同意はもともと不要で、ある)。この場合，

f傷害疾病損害保険契約j において認められる解除講求権(保険法34条。

前述2(1)②)を類推適用して，保険の対象者自身に解除請求権を認めるべ

きかどうかが一応は論点となり得ょう。また，同様の入損害保険契約を，

事業者たる他人(たとえば，保険の対象者の勤務先企業)が保険契約者と

なって付保する場合には，片面的強行規定の適用除外の排除(保険法36条

4号括弧書。前述2(1)①)に関しでも類推適用があり得るかもしれない。

さらに，保険の対象者の死亡に関しては，読替規定(前述 2(1)③(b)) の類

推適用が考えられるかもしれない 15)。

14) 東京海上自動・法務と実務211頁注32[吉津卓哉=津本百合]参照。

なお，保険法の立法過程において，表 1のC類型やD類型に該当する人

損害保険契約が十分に勘案されたかどうか不明である。

15) ただし，遡及保険に関する読替規定(前述 2(1)③(a)) に関しては，その

妥当性が判然としないので(前掲注目参照)，安易な類推適用は避けるべき

であろう。
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3 .定額給付型の人保険の分類

ここでは，定額給付型の人保険(以下，人定額保険契約という)に関す

る保険法の分類方法を検討する。

人定額保険契約に関する典型契約は I生命保険契約J (保険法2条 4号

ロ)と「傷害疾病定額保険契約J(保険法 2条 4号ハ)の 2つから成り，

それぞれに適用される規律が保険法では章を分けて用意されている(なお，

非典型契約については後述4で検討する)。

また I生命保険契約」は，さらに「死亡保険契約J (保険法38条)と生

存保検契約に分類される。そして I生命保険契約」に関する規律は，

f生命保険契約J全般に関する規律と I生命保険契約J のうちの「死亡保

険契約Jのみに関する規律16)から成る。すなわち I死亡保険契約j には

両者が適用され，生存保険契約には前者のみが適用される。

「傷害疾病定額保険契約J の法規整と対照的なのは「死亡保険契約J に

適用される規律であるので，以下では，まず両契約類型の分類を詳しく検

討し(次述(1)-(3))，その後で生存保険契約と「傷害疾病定額保険契約j

の分類にも触れることとする(後述(4))。

(1) I死亡保険契約」と「傷害疾病定額保険契約」との規律内容の相違

「死亡保険契約」に関する規律と下傷害疾病定額保険契約J に関する規

律はほぼ関内容であるものの，次のとおり若干の相違がある l九

①「保険事故」概念の有無

「死亡保険契約」では I保険事故J を「被保険者」の死亡と規定して

16) I生命保険契約」に関する規律のうち「死亡保険契約」のみに適用される

ものは，いわゆる被保検者同意および「被保険者」の解除請求権(保険法

38条， 45条， 47条， 58条)，遡及保険(保険法39条， 64条 2号)，事故通知

義務(保険法50条)，保険者免責(保険法51条)，重大事由解除(保険法57

条1号)，介入権(保険法60条-62条)と多い。

17) 東京海上日動・法務と実務212頁[吉津卓哉=津本百合]参照。
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いる(保険法37条)。他方， γ傷害疾病定額保険契約J ではそもそも保険

事故概念を用いておらず，代わりに「傷害疾病J (保険法 2条 4号ハ)

と γ給付事由J (保険法66条)に基づく法規整となっている問。

ここで「給付事由j とは，傷害疾病」による治療，死亡その他の保

険給付を行う要件として「傷害疾病定額保険契約J で定める事由のこと

である(同条)19)。たとえば，入院保険金における入院や，手術保険金

における手術や，診断保険金における診断や，死亡保険金における死亡

がこれに当たる。この「給付事由」は，生命保険契約」における「保

険事故J (，被保険者j の生死。保険法37条)に一応は対応する概念であ

18) 傷害疾病定額保険契約において「保険事故J が規定されなかったのは，

損害保険会社が販売する傷害保険における保険事故概念じ生命保験会社

が販売する疾病保険における保険事故概念が一致していなかったからであ

る(萩本・一問一答167-168頁参照)。
損害保険会社の販売する傷害保険の約款では，一殻に，傷害自体を保険

事故と捉えていると考えられる(東京海上B動・法務と実務部頁[鈴木琢司

他]参照)。たとえば，損害保険料率算出機構「傷害保険標準約款J (2009 

年11月)の家族傷害保険普通保険約款2条 1項では r傷害に対して，…保

険金を支払います。」と規定されている(なお，その一方でラ約款では傷害

の原因事故が「事故J と定義されているので(間約款 2条 l項(注))，と

ても難解な規定内容となっている。つまり，標準約款では，傷害保険の約

款条項中の「事故j という単語は保険事故を表していないことになる)。

他方，生命保険会社が販売する疾病保険では，一般に，発病自体は保険

事故ではなくて，疾病によって発生した入院や手術といった，保険法上の

「給付事由J を保険事故と捉えている。

19) 保険法では「給付事由」として治療と死亡が例示されているが(保険法

66条)，両者は全く性格が異なるものである。すなわち，前者は，入院，通

ー院，手術，投薬，診断等の r傷害疾病」に関する診療行為である(なお，

当然のことながら r傷害疾病J を被っても r被保険者」が診療を受ける

とは限らない)。他方，後者は，傷害疾病J の結果としての入の状態(転

帰)であり，死亡以外にも，後遺障害，要介護状態等が考えられる。なお，

両者に分類されない他の「給付事由J も考えられる。たとえば，就労不能，

学業遅延や留年，苦痛，楽しみの喪失(旅行や観劇のキャンセル等)があ

る。



るとも考えられる制。

その結果[""被保険者J の死亡が「給付事由」となる場合を前提とす

ると[""傷害疾病定額保険契約」の規律は[""死亡保険契約J の規律とほ

ぼ同ーとなっている。ただし，両契約類型で規律が異なる場合もある。

具体的には，告知義務違反，または[""危険増加」時の通知義務違反

に基づいて，保険者が「保険契約」を解除した際の保険者免責の対象が

符合していない。すなわち[""死亡保険契約」では，一定期間内に発生

した「保険事故J (ニ「被保険者j の死亡)に関する「保険給付J が保

険者免責となる(保険法59条 2項 l号 2号)。けれども[""傷害疾病定

額保険契約」では，同期間内に発生した γ傷害疾病」に基づく「保険給

イ七が保険者免責となるのであって(保険法88条 2項 l号 2号)，向

期間内に発生した「給付事由J に関する「保険給付」が保険者免責とな

るのではない 21)。

したがって[""危険増加」の前に受傷・発病した r傷害疾病」により，

r危険増加J ~保険者解除の間に「被保険者」が死亡した場合ヲ γ死亡保

険契約J では原則として保険者免責となるが[""傷害疾病定額保険契約j

では保険免責とはならない。ただし[""死亡保険契約J の場合も，保険

者免責に関する因果関係特別(保検法59条2項 l号但書 2号但書)に

よって結局は保険者免責とならず，実質的な相違は生じないと思われ

20) 保険法では γ給付事由J概念が導入されたが，損害保険会社には駅染み

のない概念である。そのため，損害保験会社が販売する f傷害疾病定額保

険契約」では，保険法対応約款においても，従前どおり，傷害の原因事故

あるいは傷害を基準として約款内容が規定されていることが多い。したが

って，厳密には[""給付事由J概念を基準とする保険法の規整と若干のずれ

を生じる慎れがない訳ではない。東京海上自動・法務と実務213頁[吉津卓

哉=津本百合)参照。

21) なお r傷害疾病定額保険契約j の重大事由解除については，同期間内に

発生した発生した「給付事由J が保険者免責となるので(保険法88条 2項

3号)，γ死亡保険契約J (保険法59条2項3号)と平灰が合っている。
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る22)。

②被保険者同意と解除請求権

他人の人定額保険契約に関して I死亡保険契約」でで、は被保険者同意

は必須の効カ要件でで、あるが(保険法3お8条)λ，γ傷害疾病定額保険契約J でで、

は被保険者同意は「被保険者J と「保険金受取人」の関係次第でで、その要

否が異なる(保険法67条)2制3め)

また，そのため I被保険者J による解除請求権にも相違がある(保

険法87条 1項 1号に相当する規定が保険法58条にはない)。

③重過失免責

法定免責事由に関して I死亡保険契約」には重過失免実はないが

22) なお，保倹責任期間開始後(告知義務違反の場合)または「危険増加J

後(通知義務違反の場合)に受傷・発病した「傷害疾病」によって「被保険

者j が死亡したが I被保険者」の死亡が，告知義務違反または通知義務違

反に基づいて保険者が「保険契約」を解除した後だ、った場合には，別の問

題が生じる。すなわち I死亡保険契約」においては，保険期間終了後の

「保険事故J 発生(= i被保険者J の死亡)であるのでヲ保険者に「保険給

イすJ義務は発生しない(日本生命保険生命保険研究会『生命保険の法務と

実務.!I (2004年。金融財政事情研究会)263-264頁参照)。しかるに i傷害

疾病定額保険契約」では，もし約款で保険事故を受傷や発病と規定してい

ると(損害保険会社が販売する傷害保険はこのタイプの約款規定となって

いる。前掲注18)参照)，被保険者死亡が保険期間終了後でも「保険給付J

義務が原則として発生するからである(もちろん，告知義務違反または通

知義務違反に基づく解除権行使によって保険者免責となる可能性もあるが，

違反事実と「傷害疾病J との間に因果関係がなければ保険者有責となる)。

ただし i傷害疾病定額保検契約」であっても，生命保険会社の約款のよ

うに i被保険者J の死亡を保険事故と規定すればこうした問題は生じない

ので，基本的には保険法の問題ではなくて I傷害疾病定額保険契約」の約

款における保検事故の規定方法の問題だと言えるのかもしれない。

23) i傷害疾病定額保険契約」は「被保険者J の生在中の事故に備えて締結さ

れるのが通常であり i被保険者J (死亡給付については「被保険者」また

はその棺続人)が「保険金受取人」となる場合にはそラル・リスクや賭博保

険のおそれが一般的には少なしまた i被保険者」の人格権の観点からも

同意を求める必要がないからだと説明されている(中間試案補足説明99頁，
萩本・一問一答173頁)。
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(保険法51条)， I傷害疾病定額保険契約J には重過失免責がある(保険

法80条)。

④重大事由の相違

重大事由解除に関して I死亡保険契約」では，他の「死亡保険契約」

における保険金殺人もただちに重大事由となるが(保険法57条 1号)， 

「傷害疾病定額保険契約J では，他の γ傷害疾病定額保険契約j におい

て保険金殺人が行われたとしてもただちに重大事由(保険法86条 1号)

とはならない(ただし 3号のバスケット・クローズの対象となる可能

性はある)。

(2) I死亡保険契約J と了傷害疾病定額保険契約」との分類基準

このように I死亡保険契約」と「傷害疾病定額保険契約」では規律内

容が異なる場面があるので I傷害疾病」によって「被保険者J が死亡し

た場合に「保険給付J がなされる人定額保険契約が I死亡保険契約J と

「傷害疾病定額保険契約」のいずれに分類されるかが重要となる。

法文上は I生命保険契約J (保険法2条 8号)と「傷害疾病定額保険契

約J (保険法 2条 9号)の調整規定が置かれているため(保険法 2条 8号

括弧書)，両保険契約概念が結果的に重複することはあり得ない(外形的

に両概念が重複する場合には「傷害疾病定額保険契約」に分類される)。

そして， γ傷害疾病定額保険契約」とは I人の傷害疾病に基づき一定の保

険給付を行うことを約する保険契約j であり(保険法 2条 9号)，また，

「給付事由が傷害疾病による死亡のみである傷害疾病定額保険契約J の存

在が保険法で認められている(保険法74条 2項)24)。

24) なお，保険法74条2項の趣旨からすると r給付事由」が「傷害疾病」に

よる死亡のみではない「傷害疾病定額保険契約J が存在することになる。

したがってたとえば，死亡も後遺障害も入院も「給付事由J とする傷害保

険(後掲表2の①および⑤)は，全体として一つの r傷害疾病定額保険契

約」であることになろう。

だとすると，高度障害条項が付されている定期保険や終身保険(後掲表
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その一方で、 r傷害疾病J に基づかない死亡(たとえば，老衰による死

亡)?5)を保険金支払対象とする人定額保険契約が r死亡保険契約j である

ことは法文上明かである。 (r傷害疾病定額保険契約J は「傷害疾病J に基

づくことが要件であるが(保険法 2条 9号)，この要件を充足していない

からである。

けれども r傷害疾病J に基づく死亡を保険金支払対象とする人定額保

険契約については，それが「死亡保険契約」と「傷害疾病定額保険契約J

のいずれに当たるかについて解釈が分かれているようにも思われる。そこ

で以下では r傷害疾病」に基づく死亡を保険金支払対象とする人定額保

険契約について r一定の傷害や疾病」を基準として「死亡保険契約j と

「傷害疾病定額保険契約J に分類する考え方と(次述①)と，全て「傷害

疾病定額保険契約J と捉える考え方を検討する(後述②)。

①「一定の傷害や疾病」に基づく分類を設ける考え方

保険法の立案担当者は r一定の傷害や疾病」を原因とする死亡は

「傷害疾病定額保険契約」であり，死因となる傷害や疾病等を特定しな

いのが「生命保険契約J であると述べているお)。この γ一定の傷害や疾

2の③およぴ③，④および⑨)も，同様に全体として一つの「傷害疾病定

額保険契約J であるとも考えられないではない。けれども，この場合は

「死亡保険契約j と「傷害疾病定額保険契約」の混合契約と考えられている

ようである(山下=米山・保険法解説150-151頁〔洲崎博史J)。

なお，死亡保険商品に付帯されるリビング・ニーズ特約も，もしそれが

f傷害疾病定額保険契約J と考えられるのであれば(山下友信他 r保険法』

(3版。 2010年。有斐閣)229頁[竹演修]。反対:山下・保険法447頁，江

頭・商取引法483頁注1)，同様の問題状況となる。

25) 他にも，たとえば，失綜宣告に基づく見なし死亡規定(民法31条)に関

しては， ' r傷害疾病」により死亡したか否かが分からない。なぜなら，そも

そも死亡事実が確認できず r被保険者J が生存している可能性もあるので，

死因の特定はできない。そして，見なし死亡規定をもって死亡と見なすと

しても，死亡が r傷害疾病J 以外による可能性があるとなると(たとえば，

高齢者の老衰死亡)， r傷害疾病」による死亡か否かは定まらないからであ

る。

26) 萩本修他 r保険法の解説(2)JNBL 885号 (2008年)24頁，萩本・一間一
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病」という限定条件は法文上は表れていないが，仮に，この分類方法が

正しいものとして 27)その内容を一覧にしてみると{表 2]のようにな

る筈である。

ここで，この分類基準，具体的には，表 2のE類型と F類型の境界

画定がうまく働くか否かは不明で、ある。

{表 2: r_定の傷害や疾病J に基づく

「死亡保険契約」と r傷害疾病定額保険契約J の分類】

時一(キ)の原因 | 
「傷害疾病」に

「傷害疾病」に基づく場合のみを 基づかない場合(件)

「保険給付」の対象とするもの を(も)r保険給付」

定の「傷害疾病」 不特定の「傷害疾病」 の対象とするもの

[E類型}
[G類型}

「傷害疾病定額保険契
「死亡保険契約J

約」
[F類型} ③定期保険における

①交通事故傷害保険に
「死亡保険契約J 死亡保険金

死亡

おける死亡保険金
@終身保険における

②がん保険における死
死亡保験金

亡保険金

[J類型}
「被保険者J

[H類型}
[I類型}

非典型契約
の状態(*) 

「傷害疾病定額保険契
「毎害疾病定額保険契

③定期保設における約」
約」

高度障害条項
死亡以外

⑤交通事故傷害保険に
⑦医療保険(鐸害・疾

⑨終身保検におけるおける底療保険金や
病ともに対象とするも

高度障害条項後遺障害保検金
の)における入院保険

⑮定額給付型の介護⑤がん保険における診
金

保険断保険金

(筆者作成。①~⑬は現実の保険商品例)

(*) r傷害疾病定額保険契約」においては「給付事由j に該当する。

(料)老化・老衰，行方不明，遭難などが考えられる。

答34頁参照。なお，落合誠一監修・編著『保険法コンメンタール(損害保

険・傷害疾病保険)JJ (2009年。損保総研)13頁〔落合誠一]もこの考え方を

そのまま引用しているので同旨だと思われる。

27) 保険法の立案担当者が本文①の立場であるか否かは判然とせず，むしろ，

後述の本文②の立場であるとも考えられる。後掲住33)，34)参照。
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確かに，たとえば，交通事故傷害保険の死亡保険金(表 2の①)は，

苑図を交通事故傷害に限定しているので，了一定の傷害や疾病J を原因

とする人定額保険契約であると言いやすい。またたとえば，がん保険の

死亡保険金(表2の②)は，死因を癌に限定しているので r一定の傷害

や疾病J を原因とする人定額保険契約であると言いやすい。

けれども，たとえば，普通傷害保険は傷害の発生原因を全く限定して

いない。さらには，この普通傷害保険に付帯できる特約として r給付

事由」を死亡に限定する特約 (r死亡保険金のみ支払特約J などと呼ば

れる)も販売されている。そして，この死亡保険金のみ支払特約を付帯

した普通傷害保険であっても，それは「傷害疾病定額保険契約J であっ

て(まさに，保険法74条 2項に規定する r給付事由が傷害疾病による

死亡のみである傷害疾病定額保険契約J に該当する)， r死亡保険契約」

とは考えられていない。

つまり r一定の傷害や疾病」という限定方法が判別基準になるとは

言っても，全ての傷害に基づく死亡を「保検給付J の対象とする人定額

保険契約は「傷害疾病定額保険契約J であることになる。したがって，

同様に，全ての疾病に基づく死亡を「保険給付j の対象とする人定額保

険契約も，それは「死亡保険契約」ではなくて r傷害疾病定額保険契

約」であると認めざるを得ないでおあろう 28)。したがって，少なくとも，

給付事由が傷害全殺による死亡のみである人定額保険契約や，給付事由

が疾病全般による死亡のみである人定額保険契約は r傷害疾病定額保

険契約」であることになる問。この立場に立つならば r死亡保険契約J

28) 萩本修「新保険法一立案者の立場かん生命保険論集団5号 (2008年)3 

頁参照。，なお，改正前商法に関して山下・保険法456頁注25参照。

29) 萩本修「保険法現代化の概要J 落合誠一=山下典孝編『新しい保険法の

理論と実務.0 (2008年。別冊金融・商事判例)15頁，江頭・商取引法413頁注

2， 483頁参照。

なお，保検法74条 2項の規定は，傷害全般による死亡および疾病全般に

よる死亡を給付事由とする「傷害疾病定額保険契約」の存在を否定してい

ないと解釈することもできると思われる。
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とは r傷害疾病」によらない死因を除けば，傷害に基づく死亡も，そ

して，疾病に基づく死亡も， ともに「保険給付」の対象とする人定額保

険契約であると考えざるを得ないことになる。

それでも，限界事例はいろいろと考えられる。たとえば，特定の傷害

による死亡と特定の疾病による死亡とを「保険給付」の対象とする人定

額保険契約が考えられるし(多分， γ傷害疾病定額保険契約」であろう)， 

また，傷害全殻による死亡と特定の疾病による死亡とを「保険給付」の

対象とする人定額保険契約も考えられる (r傷害疾病定額保険契約」な

のか，それとも，もはや「傷害疾病定額保険契約j ではなくて「死亡保

険契約」なのか判然としない)。表 2のE類型と F類型の境界画定は事

実上困難なのである。

また，そもそも r一定の傷害や疾病」という要件は法文上は全く規

定されていない(保険法2条 9号， 74条 2項)。

さらに，死亡以外の「給付事由J (たとえば，入院)に関しては，傷

害全般および疾病全殻に基づく「給付事由J を規定する保険商品(たと

えば，医療保険)も「傷害疾病定額保険契約j とされていることからす

ると(表 2のI類型)，給付事由が死亡である場合にのみ，何故に「一

定の傷害や疾病」が要件として付加されるのかが明らかではない。

このように r一定の傷害や疾病J という区分方法には種々の難点が

ある。

②「傷害疾病」に基づく死亡に分類を設けない考え方

そこで，さらにこの考え方を進めると r傷害疾病」に基づく死亡を

保険金支払事由とする定額人保険契約は，全てラ「傷害疾病定額保検契

約J と捉えることになる 30)。「一定の傷害や疾病」という保険法にない

条件を付加するものではないので，少なくとも形式上は法文に自然な解

釈となる判。また，死亡以外の事由(たとえば，入院)を「保険給付」

30) 山下=米山・保険法解説147-148頁[洲崎博史]はこの立場のようである。

31) 法制審議会保険法部会資料25(2007年12月初日開催時配布資料) 1頁参
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の対象とする場合(表2のI類型)との整合性も確保できる。

'この立場では，全ての傷害死亡や全ての疾病死亡を給付事由とする定

額人保険契約(表 2のF類型)も「傷害疾病定額保険契約J であるこ

とになる。他方 r死亡保険契約」とは，傷害にも疾病にも基づかない

死亡を(も) r保険給付j の対象とする人定額保険契約であることにな

る(表 2のG類型)3ヘすなわち r原因を関わない死亡J 一般を保障

する人定額保険契約制や r傷害疾病j に当たらない老衰死亡のみを保

障する人定額保険契約34)が「生命保険契約」である。したがって，も

はや表2のE類型と F類型の境界画定は問題にならない([表 3]のよ

うになる)3ヘ

陪。

なお，保険法74条 2項との関係については前掲注25)参煎。

32) 表 2のG類型は，たとえば老衰死亡が当てはまると考えられるが，悲衰

を疾病と捉える立場(前掲注7)参照)では，老衰死亡は表 2のG類型から

外れることになる(山下=米山・保険法解説147頁[洲崎博史J)。

33) 萩本他・前掲注27)24頁，江頭・高取引法483頁参照。

34) 萩本・前掲注29)3頁参照。

35) ただし，表3のE.F類型と G類型で保険契約類型が異なるという問題が

新たに発生することになる。
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{表 3: r 一定の傷害や疾病」に基づかない

「死亡保険契約J と「傷害疾病定額保険契約」の分類}

「被保険者」の状態(*)の原由

「傷害疾病」に基づく場合のみを
「傷害疾病J に基づかない場合

「保険給付」の対象とするもの
(** )を(も)r保険給付」の対象

とするもの

[E . F類型]
[G類型}

「傷害疾病定額保険契約」
「死亡保険契約」

死亡 ①交通事故傷害保険や普通傷害保
③定期保検における死亡保険金

険における死亡保検金
④終身保険における死亡保検金

②がん保険における死亡保検金

「被保険者」 [H . 1類型}
の状態(*) 「傷害疾病定額保検契約」 [J類型}

⑤交通事故傷害保険や普通傷害保 非典型契約

死亡以外 険における霞療保険金や後遺障 ③定期保検における高度障害条項

害保険金 ⑨終身保険における高度障害条項

⑤がん保設における診断保険金 ⑬定額給付型の介護保険

⑦医嬢保険における入院保険金

(筆者作成。①~⑬は現実の保険商品例)
(*) r傷害疾病定額保険契約」においては「給付事由j に該当する。

(**)老化・老衰，行方不明，遭難などが考えられる。

(3)規律内容の相違の妥当性

以上のように，いずれの立場を採るとしても[""被保険者J 死亡時に

「保険給付」の対象となる人定額保険契約が，死因如何によって契約類型

が異なるという事態は避けられない。すなわち[""一定の傷害や疾病J に

基づく死亡を「保険給付J の対象とする人定額保険契約(表 2のE類型)

のみを「傷害疾病定額保険契約」と扱う立場では(前述①)，不特定の

「傷害疾病」に基づく死亡を「保険給付」の対象とする人定額保険契約

(表 2のF類型)は「死亡保険契約」となる(また，表 2のG類型も「死

亡保険契約J となる)。他方， γ傷害疾病J に基づく死亡を円呆険給付」の

対象とする人定額保険契約(表3のE.F類型)を全て「傷害疾病定額保

険契約J と扱う立場でも(前述②)，γ傷害疾病j に基づかない死亡を

(も) [""保険給付j の対象とする人定額保険契約(表 3のG類型)は「死
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亡保険契約」となる。「傷害疾病定額保険契約J と「死亡保険契約J の境

界が異なるとはいえ，いずれの場合も「被保険者」死亡に関する人定額保

険契約について 2種類の契約類型が存在することになる。

このように両契約類型の区分が流動的・限界的であることからすると，

両契約類型の規律内容はなるべく平灰が合っていることが望ましい。そこ

で r死亡保険契約」と「傷害疾病定額保険契約」の法的効果の相違(前

述 3(1)参照)をもっ一度振り返ってみることにする。両者の法的効果の相

違点、は r保険事故」概念の有無，被保険者同意と解除請求権，重過失免

責，重大事由の相違の4点であった問。最前者の「保険事故」概念の有無

は，前述のとおり，実質的な相違が生じないと考えられるし 3番目の重

過失免責は任意規定なので約款による調整が可能である 3η。となると，両

契約類型の重要な差違は，被保険者同意と解除請求権(絶対的強行規定)， 

および，重大事由(片面的強行規定)ということになる。

まず，被保険者同意と解除請求権に関しては，死亡のみ担保の「傷害疾

病定額保険契約Jの規律は r死亡保険契約j の規律と平灰が合っている

(保険法67条 2項， 74条 2項， 87条 1項 l号)。したがってヲ「死亡」との

差違が残るのは，死亡以外の事由も「給付事由j とする「傷害疾病定額保

険契約」であり， γ被保険者」と「保険金受取人」の関係次第では，被保

険者同意が保険契約成立時38)の効力要件とならない(保険法67条 I項。

36) 山下=米山・保険法解説146-147頁， 150頁注32[洲崎博史]は，被保険者

同意と重過失免責を実質的な相違点として指摘する。

37) ただし，損害保険料率算出機構「普通傷害保険傷害保険普通保険約款J

(2009年11月。いわゆる保険法対応約款) 3条(1)①②では重過失免責も規定

きれている。

なお保険法制定以前に発表された生命保険契約法改正試案 (2002年修

正版)や傷害保険試案 (2003年版)においても同様のことが解釈問題とし

て残されていたが，理由書では r傷害死亡保険契約には後者(筆者注:傷

害試案のこと)の規定を適用するという解釈がおそらくは自然であるとい

うことになろう」と述べられている(傷害保険試案 (2003年版)31真)。
38) なお，保険給付請求権の譲渡・質入れの場合は，死亡以外の事由も「給付

事由J とする「傷害疾病定額保険契約」でも常に被保険者同意を要するの
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ただし，その代わり，被保険者に常に解除請求権が認められている。保険

法87条 1項 l号)問。この相違は立法時に割り切った論点であるのでこれ

以上は立ち入らないが，限定的ながら雨契約類型間の規律内容の相違は解

消できない。

次に，重大事由に関しては，死亡のみ担保の「傷害疾病定額保険契約J

について，被保険者同意や解除請求権と同様の特別が存在しない。したが

って，法文上は，たとえ死亡のみ担保の「傷害疾病定額保険契約」に関し

て保険契約者や保険金受取人が保険金殺人を企てたとしても，当該「傷害

疾病定額保険契約J については重大事由解除ができるが，他の死亡のみ担

保の「傷害疾病定額保険契約」を 1号事由(保険法86条 1号)としては解

除できないことになる (i死亡保険契約」に関する保険法57条 1号参照)。

けれども，こうした場合には i死亡保険契約J に関して保険金殺人が企

てられたのと実質的な相違がないので，バスケット・クローズである 3号

事由(保険法86条 3号)の適用を積極的に認めるべきであろう。

(4)生存保険契約と「傷害疾病定額保険契約j との分類基準

生存保険契約と「傷害疾病定額保険契約J の判別基準については十分な

議論がなされていないょっなので，ここで簡単に触れておきたい。なぜな

ら，両者の規律内容の相違はきわめて大きいのでぺ仮に両者の境界が媛

で(保険法76条)，この点は r死亡保険契約」に関する規律(保険法47条)

と相違がない。

39) 仮に，前述本文 3(2)①の考え方(すなわち，表 2の考え方)を採るとし

ても，死亡リスク以外のリスクを(も)保障する「傷害疾病定額保険契約J

に被保険者同意の一定の例外が認められた趣旨からすると，表 2のF類型

とI類型を組み合わせた保険商品が存在するとすれば(たとえば，全ての傷

害や疾病に基づく入院・手術・後遺瞳害・死亡を「給付事由J とする人定

額保険商品。なお，前掲注24)参照)，そうした保険蕗品は「傷害疾病定額

保険契約」として，一定の場合には被保険者同意を不要とすべきであろう。

したがって，前述本文 3(2)②の考え方(すなわち表3の考え方)を採用す

べきことになる。

40) r死亡保険契約J と「傷害疾病定額保険契約」の保険法の規律内容の相違
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味であるとすると重大な問題となるからである。

ところで，生存保険契約と「傷害疾病定額保険契約」とは背反する概念

ではない41)。両契約類型は連続性のある概念ではなく，異なる次元の分類

に基づく概念である。そのため，ある「保険契約」が理論的にも両者の性

格を持つ場合があり得てしまうのである。すなわち，生存保険契約は，一

定時点における「被保険者j の生存を不確実事象とする「保険契約」であ

る(保険法37条)。そして，生存の原因や状態を間わない。また，生存す

べき一定時点は保険期間の終了時には限定されていない。これに対して，

f傷害疾病定額保険契約J は，一定時点における「被保険者」の生死を不

確実事象とする「保険契約」ではなく r被保険者J が一定の「傷害疾病J

を被り，その結果として治療，死亡等の「給付事由」が発生することを不

確実事象とする「保険契約J である。

以上の内容を一覧にすると{表 4]のようになる。

[表 4 生存保険契約と「傷害疾病定額保験契約」の分類〕

一定時点における生存の要否

必要 不要

[K類型]
[L類型]

必要 生存保険契約?
「傷害疾病定額保険契約」

ff.築害疾病定額保験契約J?
「傷害疾病」

[N類型}の発生
生存保険契約でも「傷害疾病定額保の要否

不要
[M類型]

険契約」でもない人定額保険契約
生存保険契約

(f死亡保険契約」または非典型契

約)

はさほδ大きくないが(前述本文3(1)参照)，生存保険契約と「傷害疾病定

額保険契約j では規律内容が大きく異なっている。そもそも r生命保険契

約」に関する規律は r死亡保険契約J のみに適用されて生存保険契約には

適用きれないものが多い(前掲注16)参照)。

41) r死亡保険契約」と「傷害疾病定額保険契約J も，やはり同様に異なる次

元の分類に基づく概念であるがために，ある「保険契約」が両者の性格を

持ち得てしまう。



表 4の L類型は r傷害疾病」の発生を要件とするものの，一定時点に

おける生存を要件としない人定額保険契約であるので，通常の「傷害疾病

定額保険契約」である。逆に，表 4のM 類型は，一定時点における生存

を要件とするものの，下傷害疾病J の発生を要件としない人定額保険契約

であるので，通常の生存保険契約である。

ところで，表4のK類型は r傷害疾病Jの発生を要件とし，かつ，一

定時点における生存も要件とするものである。たとえば，保険始期後に被

保険者が「傷害疾病」により要介護状態となりベかつ， 80歳に到達した

日に生存していたら，一定額が支払われるとする保険商品を想定すること

カfできる 43)。

こうした「保険契約」が r傷害疾病定額保険契約J (生存条件付き「傷

害疾病定額保険契約J44)に該当するのか，それとも，生存保険契約 (γ傷

害疾病J による要介護条件付き生存保険契約)該当するのかが問題となる。

なお，いずれの契約類型であるとも考えられるのであれば，両「保険契

約」類型の調整規定により(保険法2条 8号括弧書入「傷害疾病定額保険

契約」に分類されることになる 4ヘ
ただ，いずれに分類されるとしても規律内容の相違はきわめて大きいの

で，講和的な法解釈は非常に困難である。したがって，基本的には，規律

42) 要介護状態の原因を「傷害疾病」に限定しない場合(たとえば，老化に

伴う要介護。表3のJ類型の⑬)については後掲注50参照。
43) 要介護者が相当な高齢になると，家庭内で介護を行う家族も高齢となる

ので介護の負担が霊くなる。そのため，一定程度は介護サーピスを外部か

ら購入せざるを得なくなるので，こつした保険藷品に一定の保険需要は存

在すると考えられる。

44) i傷害疾病J による要介護認定と一定期間の生存とを F給付事由」とする

「傷害疾病定額保険契約」とも考えられる。なお i傷害疾病定額保険契約」

において，そもそも一定期間の生存を「給付事由j とすることができるの

かという論点がある。

45) ただし，保険法 2条 8号括弧書は「死亡保険契約J と「傷害疾病定額保

険契約j の調整を意図したものであって，生存保険契約と「傷害疾病定額

保険契約」との調整規定としても機能させることは想定外かもしれない。
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内容がより厳しい「傷害疾病定額保険契約j の規律に従うのを原則とすべ

きで、あるので，こうした「保険契約」は「傷害疾病定額保険契約J と解す

べきであろう。

4 .定額給付型(金銭給付方式)の人保険契約に関する非典型契約

の取り扱い

保険法の「保険契約J46)は「保険給付」の方法で分類されており([表

5]参照)，損害てん補給付方式の「保険契約J と定額給付方式の「保険

契約J に大別される。損害てん補給付方式の「保険契約J は，金銭給付・

現物給付を問わず，全て γ損害保険契約」であり(保険法 2条 6号)，須

く保険法第 2章が適用される 47)。したがって，損害てん補給付方式の「保

険契約J には法規整の欠鉄がない(表 5の R類型， s類型， V類型， W

類型)。

46) そもそも r保険契約」の定義(保険法2条 l号)によって保険法の適用

範囲が商されるから(保険法1条。山下=米山・保険法解説130頁[洲崎博

史])，たとえ経済的には保険であっても，保険法の「保険契約」に該当し

ないものには，保険法は適用きれない。たとえば，保険法における「保険

契約」は，金銭拠出方式の保険に限定されるから(保険法2条1号)，現物

拠出方式の保険には保険法は適用されないことになる(もちろん，類推適

用される可能性はある)。

47) 反対，洲崎・前掲注11)参照。
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{表 5 保険保護の対象と保検給付方法による保険の分類}

保険給付方法

定額給付方式 損害てん補給付方式

r定額保険契約」 r損害保険契約」

金銭給付 現物給付 金銭給付 現物給付

[P類型}

①「生命保険契

人間 約」 [Q類型] 【R類型} [8類型}

保険保護
=人保検 ②「傷害疾病定額 非典型契約 「損害保険契約」 「損害保険契約J

の対象
保険契約」

③非典型契約

財産 [T類型] [U類型} [V類型} [W類型}

=財産保険 NA? NA? 「損害保険契約」 「損害保設契約」

他方，定額給付方式の保険契約は，そのうちの人保険かつ金銭給付のも

のの一部が 1生命保険契約J または「傷害疾病定額保険契約J であり，

保険法第 3章または第 4章が適用されるにすぎない。したがって，現物給

付方式の人定額保険契約が非典型契約として存在する可能性があるのみな

らず(表5のQ類型)4ベ金銭給付方式の人定額保険契約にも非典型契約

(1生命保険契約」でも「傷害疾病定額保険契約」でもない，金銭給付方式

の人定額保険契約)が存在する可能性がある(表 5のP類型)制。なぜな

ら「生命保険契約J (保険法 2条 8号)も 1傷害疾病定額保険契約」

(保険法 2条 9号)も，人定額保険契約であることに加えて，それぞれ独

自の定義規定を有しているからである。

具体的には 1傷害疾病」に基づかない人の状態であって，死亡や単な

48) 現物給付方式の人定額保険契約に関しては，吉揮卓哉「保険契約法の現

代化と保険事業J保険学雑誌599号 (2007年)，山下友信「保険の意義と保

険契約の分類一定額現物給付概念について-J竹讃修他編 F保険法改正の

論点.lI (2009年。法律文化社)，遠山聡「定額保険における現物給付J保険

学雑誌607号 (2009年)を参照。

49) なお，東京海上日動・法務と実務211頁[吉津卓哉=津本百合]のも定

額給付型の人保険契約」は，同所記載のとおり典型契約を分類したもので

あるため，本文のような非典型契約には触れていないσ
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る生存以外の場合に「保険給付J (金銭給付)がなされる人定額保険契約

が非典型契約として考えられる。たとえば r被保険者J に生じた次のよ

うな事由に基づく定額給付である(前述 2(2)(i)~制)参照。ただし，生存お

よび死亡を除く)。

(i)出生，生育・成長，妊娠・出産，老化・老衰刷といった，人の通常の

変遷過程

(ii)失除，行方不明，遭難といった，人の状況が分からない状態

制逮捕・監禁・軟禁，誘拐といった，人の身体的自由が束縛されている

状態

制脅迫・強要といった，人の精神的自由が束縛されている状態

(吋セクシャノレ・ハラスメント，パワー・ハラスメントヲ精神的苦痛・圧

迫，不快感、といった人の精神が侵害等を受けている状態であって，

「傷害疾病J には至らないもの

以上のような事由を「保険給付J事由とする人定額保険は非典型契約で

あるので，いかなる規律を適用すべきかが問題となる。結局のところは，

当該「保険契約」において問題とされている具体的な場面に応じて r死

亡保険契約」に関する法規整を類推適用するか r傷害疾病定額保険契約J

に関する法規整を類推適用するか，生存保険契約に関する法規整を類推適

用するか，それとも，いずれの典型契約に関する法規整の類推適用にも馴

染まないがために民法や条理等の合理的解釈によるかを検討することとな

ろう。

ただ，総じて言えば，上記(ii)に関しては r死亡保険契約J に関する法

50) 介護保険では，傷害や疾病によって要介護状態となる場合のみならず，

老化や老衰に伴って要介護状態となった場合にも保険給付がなされる。前

者は「傷害疾病定額保険契約」の性格を持つが，後者は「傷害疾病」に基

づかないので，契約全体として非典型契約になるとも考えられる。ただし，

前者に比べて後者の比率がかなり小さいので，後者も「傷害疾病定額保険

契約」であると見てよいとする見解もある(山下=米山・保険法解説150頁

[洲崎博史J)。
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規整を類推適用する可能性があるだろう。上記(i)のうちの妊娠・出産，老

化・老衰や上記制~(v)に関しては I傷害疾病定額保険契約」に関する法

規整を類推適用する可能性があるだろう。上記(i)のうちの出生，生育・成

長に関しては，生存保険契約に関する法規整を類推適用することになるだ

ろう。

5 .結

本稿では，人保険に関して保険法が設けている典型契約を基に，典型契

約問の規律内容の相違を確認し，各典型契約の定義規定に基づいて人保険

を類型化したうえで，人保険の各類型(非典型契約に該当するものを含

む)における規律内容の妥当性を検討した。

具体的には，まず I傷害疾病定額保険契約」と I傷害疾病定額保険契

約」でない「損害保険契約J との規律内容の差違を確認したうえで，両者

の分類基準を整理した。その結果，人損害保険契約ではあるものの I傷

害疾病損害保険契約」ではない「損害保険契約J の類型がいくつも存在す

ることが確認された。そして，そのうち保険の対象者が「被保険者」であ

る類型では I傷害疾病損害保険契約」に関する規律を類推適用すべきだ

と考えられる(前述 2)。

次に I傷害疾病定額保険契約j と「死亡保険契約」との規律内容の差

違を確認したうえで，両者の分類基準の整理を試みた。その結果，死亡給

付に関しては I傷害疾病」に基づかない死亡リスクを担保するか否かし

か両者の相違が存在しない， と考えざるを得ない。そして，両契約類型の

区分が流動的・限界的であることからすると，両契約類型の規律内容はな

るべく平灰が合っていることが望ましい。規律内容の相違は，一定程度は

約款条項や法解釈で調和可能であるが，被保険者同意と解除講求権に関す

る相違は厳然と残ることになる(前述 3(1) ~(3)) 。

なお I傷害疾病定額保険契約J と生存保険契約との規律内容の相違は

きわめて大きい。にもかかわらず，あまり論じられていないが，いずれの
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契約類型に該当するか判然としない保険商品を想定し得ることを示した。

ただ，規律内容が相当に異なるため，より規律の厳しい「傷害疾病定額保

険契約j と解するのを原則とすべきであろう(前述 3(4))。

最後に，金銭給付方式の定額人保険契約に関しては r傷害疾病定額保

険契約」という典型契約が新設されたものの，なお非典型契約が種々存在

し得ることを示した。これらに関しては，その契約内容に応じて r死亡

保険契約J，r傷害疾病定額保険契約」または生存保険契約の規律を類推適

用を検討することになろう(前述 4)。

以上のとおり，人保険契約に関して，保険法の典型契約簡で規律内容が

異なる以上 r保険契約」の分類問題は避けて通れない。今後は，契約分

類方法の妥当性，契約類型間の規律内容の相違の妥当性51) 非典型契約の

取り扱い等について，さらに議論を深めていく必要があると思われる。

(筆者は東京海上自動火災保険勤務)

51) たとえば，肥塚肇雄教授は r傷害疾病損害保険契約J の解釈にあたり，

「傷害疾病定額保険契約」の規定を「類推適用し得ると考えることは必ずし

も不合理ではないように思われる」と述べている。同 r傷害保険契約にお

ける被保険者の同意」金沢理監修『新保険法と保険契約法理の新たな展開』

(2009年。ぎょうせい)488-489頁参照。


